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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化インジウム、酸化ガリウムおよび酸化セリウムを含有する酸化インジウム系酸化物
焼結体であって、酸化インジウム、酸化ガリウムおよび酸化セリウムの含有量が全体の９
５％以上であり、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対する、Ｉｎの原子数比：Ｉｎ
／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３６～０．５４、Ｇａの原子数の比：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ
＋Ｃｅ）が０．３０～０．４８、Ｃｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．
１６～０．３２であり、かつ、該酸化物焼結体中にＧａおよびＣｅが均一に分散している
、酸化インジウム系酸化物焼結体。
【請求項２】
　酸化インジウム、酸化ガリウム、酸化セリウムに加えて、酸化スズおよび／または酸化
チタンを含有する酸化インジウム系酸化物焼結体であって、酸化インジウム、酸化ガリウ
ム、酸化セリウム、酸化スズおよび酸化チタンの含有量が全体の９８．５％以上であり、
Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対する、Ｉｎの原子数比：Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋
Ｃｅ）が０．３０～０．５４、Ｇａの原子数の比：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３
０～０．５２、Ｃｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．１６～０．３２で
あり、Ｉｎ、Ｇａ、Ｃｅ、ＳｎおよびＴｉの原子数の合計に対する、Ｓｎの原子数の比：
Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．０４以下、Ｔｉの原子数の比：Ｔｉ／（
Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．０１以下であり、かつ、該酸化物焼結体中にＧａ
およびＣｅ、ならびに、Ｓｎおよび／またはＴｉが均一に分散している、酸化インジウム
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系酸化物焼結体。
【請求項３】
　相対密度が９５％以上である、請求項１または２に記載の酸化インジウム系酸化物焼結
体。
【請求項４】
　酸化インジウム粉末と、酸化ガリウム粉末と、酸化セリウム粉末とを、全体の原料粉末
の９５％以上となり、かつ、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対する、Ｉｎの原子
数比：Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３６～０．５４、Ｇａの原子数の比：Ｇａ／（
Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３０～０．４８、Ｃｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃ
ｅ）が０．１６～０．３２となるように粉砕混合し、これらの原料粉末からなる混合粉末
を含む混合スラリーを混合工程と、
　前記混合スラリーを噴霧乾燥することで造粒粉末を得る造粒工程と、
　前記造粒粉末を加圧成形し、成形体を得る成形工程と、
　前記成形体を焼成し、酸化物焼結体を得る焼成工程と
を備える、請求項１または請求項１を引用する請求項３に記載の酸化インジウム系酸化物
焼結体の製造方法。
【請求項５】
　酸化インジウム粉末と、酸化ガリウム粉末と、酸化セリウム粉末と、酸化スズ粉末およ
び／または酸化チタン粉末とを、全体の原料粉末の９８．５％以上となり、かつ、Ｉｎ、
ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対する、Ｉｎの原子数比：Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）
が０．３０～０．５４、Ｇａの原子数の比：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３０～０
．５２、Ｃｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．１６～０．３２、かつ、
Ｉｎ、Ｇａ、Ｃｅ、ＳｎおよびＴｉの原子数の合計に対する、Ｓｎの原子数の比：Ｓｎ／
（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．０４以下、Ｔｉの原子数の比：Ｔｉ／（Ｉｎ＋
Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．０１以下となるように粉砕混合し、これらの原料粉末か
らなる混合粉末を含む混合スラリーを得る混合工程と、
　前記混合スラリーを噴霧乾燥することで造粒粉末を得る造粒工程と、
　この造粒粉末を加圧成形し、成形体を得る成形工程と、
　この成形体を焼成し、酸化物焼結体を得る焼成工程と
を備える、請求項２または請求項３に記載の酸化インジウム系酸化物焼結体の製造方法。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれかに記載の酸化物焼結体を用いた酸化インジウム系スパッタリン
グターゲット。
【請求項７】
　請求項６に記載の酸化インジウム系スパッタリングターゲットにより得られ、波長５５
０ｎｍにおける屈折率が２．１以上であり、かつ、波長３８０ｎｍにおける消衰係数が４
．０８×１０-2以下である、光学膜。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化インジウム系酸化物焼結体およびその製造方法、ならびに、この酸化物
焼結体をスパッタリングターゲットとして用いて、直流スパッタリング法で成膜すること
により得られる光学膜に関する。
【背景技術】
【０００２】
　透明導電酸化物膜は、高い導電性と、可視光領域での高い透過率を有するため、太陽電
池、液晶表示素子、その他の各種受光素子の電極などに利用されている。また、自動車や
建築物の窓ガラスなどの熱線反射膜、各種の帯電防止膜、冷凍ショーケースなどの防曇用
の透明発熱体としても広く利用されている。
【０００３】
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　透明導電酸化物膜としては、主として、酸化インジウム系（Ｉｎ2Ｏ3＋α）の酸化物膜
、酸化亜鉛系（ＺｎＯ＋α）の酸化物膜、酸化錫系（ＳｎＯ2＋α）の酸化物膜が広く知
られている。これらのうち、酸化インジウム系の酸化物膜が最も多く使用されているが、
その中でも酸化錫をドーパントとして含む酸化インジウム膜（Ｉｎ2Ｏ3－Ｓｎ系膜）は、
ＩＴＯ（IndiumTin Oxide）膜と称され、低抵抗の透明導電酸化物膜が容易に得られるこ
とから、広範に利用されている。
【０００４】
　光学的に有効な酸化物膜も数多く知られており、それぞれの酸化物膜の特徴を的確に組
み合わせた積層体としての応用がなされている。代表的な例としては、特定の波長の光が
選択的に反射または透過するように設計された多層の反射防止膜が挙げられる。また、光
学特性のみならず、帯電防止、電磁波遮蔽などの付加価値を付けた機能性多層膜（光学膜
）も提案されている。
【０００５】
　多層構造の反射防止膜の分光特性は、各層の屈折率（ｎ）、消衰係数（ｋ）、および膜
厚（ｄ）によって決定される。すなわち、積層体の構成の決定は、多層膜を構成する各層
の屈折率、消衰係数および膜厚のデータに基づいた計算によって行われる。この場合、高
屈折率膜と低屈折率膜を組み合わせることを基本とし、必要に応じて、中間屈折率膜も組
み入れることによって、より優れた光学特性をもつ多層膜（光学膜）が実現されている。
【０００６】
　一般に、高屈折率材料（ｎ＞１．９）としては、チタン（Ｔｉ）、セリウム（Ｃｅ）、
ジルコニウム（Ｚｒ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）およびハフニウム（Ｈｆ）な
どの酸化物が、低屈折率材料としては、シリコン（Ｓｉ）の酸化物が使用されている。
【０００７】
　これらの酸化物膜を形成する方法しては、スパッタリング法、蒸着法、イオンプレーテ
ィング法などがよく用いられている。これらの中でも、スパッタリング法は、蒸気圧の低
い材料を成膜する際や、精密な膜厚制御を必要とする場合に、有効な手段として知られて
いる。
【０００８】
　スパッタリング法では、一般的にアルゴン（Ａｒ）ガスを使用し、約１０Ｐａ以下のガ
ス圧の下で、陽極上に基板を置き、成膜する酸化物透明導電膜の原料となるスパッタリン
グターゲットを陰極として電圧を印加する。電圧を印加された電極間には、グロー放電が
起こってアルゴンプラズマが発生し、プラズマ中のアルゴン陽イオンが陰極のスパッタリ
ングターゲットに衝突する。この衝突によって次々と弾き飛ばされる粒子が基板上に順次
堆積して薄膜を形成する。
【０００９】
　スパッタリング法は、アルゴンプラズマの発生方法で分類され、高周波プラズマを用い
る高周波スパッタリング法、直流プラズマを用いる直流スパッタリング法などがある。こ
のうち、直流スパッタリング法は、成膜速度が比較的速い、電源設備が安価である、成膜
操作が簡単であるなどの理由で、工業的に広範に利用されている。
【００１０】
　直流スパッタリング法を用いて酸化物膜を成膜する場合には、導電性のスパッタリング
ターゲットを用いる必要がある。たとえば、導電性物質の母体中に高抵抗物質が含まれた
スパッタリングターゲットを用いて直流スパッタリングを行うと、アルゴン陽イオンの照
射により高抵抗物質の部分が帯電し、アーク放電が発生し、安定して成膜することができ
ない。
【００１１】
　高屈折率の酸化物膜の材料となる酸化物は、いずれも導電性に乏しく、これらの酸化物
のスパッタリングターゲットを用いた場合、直流スパッタリング法によって安定した成膜
を行うことはできない。このため、直流スパッタリング法によって、これらの高屈折率の
酸化物膜を得るためには、導電性を有する金属ターゲットを用いて、酸素を多く含む雰囲
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気で、金属粒子と酸素を反応させながらスパッタリングを行う、いわゆる反応性スパッタ
リング法を用いることが必要となる。しかしながら、反応性スパッタリング法における薄
膜の成膜速度は極めて遅いため、生産性が著しく損なわれる。このために生産コストが高
くなってしまい、反応性スパッタリング法を用いた成膜工程が、高屈折率の酸化物膜の製
造上の大きな問題になっている。
【００１２】
　これに対して、特開平９－１７６８４１号公報には、酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）と酸
化セリウム（Ｃｅ2Ｏ3）を主成分とし、微量のスズ（Ｓｎ）および／またはチタン（Ｔｉ
）を添加した酸化物焼結体からなるスパッタリングターゲットが記載されている。このス
パッタリングターゲットは導電性に優れ、直流スパッタリングが可能であり、かつ、この
ターゲットより得られる透明導電酸化物膜は、高い屈折率（２．３程度）を備えたもので
あるとされている。しかしながら、この透明導電酸化物膜は、可視域短波長側の消衰係数
が５．０×１０-2以上であり、多層の反射防止膜の構成材料としては、透過性が十分では
ない。
【００１３】
　一方、特開平９－２５９６４０号公報や特開２０１０－１０３４７号公報には、酸化イ
ンジウム（Ｉｎ2Ｏ3）を主成分とし、所定量のガリウム（Ｇａ）を添加した酸化物焼結体
を成膜材料として用いることで、得られる透明導電酸化物薄膜の光透過性（消衰係数）が
改善されることが記載されている。しかしながら、これらの文献に記載の技術はタッチパ
ネルや薄膜太陽電池を対象としたものであり、反射防止膜などの光学膜を対象としたもの
ではない。また、これらの文献からも明らかなように、ガリウム添加量によっては透過性
が十分でなかったり、導電性が著しく低下し、直流スパッタリング法による成膜が不可能
となるといった問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平９－１７６８４１号公報
【特許文献２】特開平９－２５９６４０号公報
【特許文献３】特開２０１０－１０３４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、屈折率が高く、可視域短波長側の消衰係数が低い光学膜、ならびに、このよ
うな光学膜を形成することができ、導電性に優れ、直流スパッタリングが可能な酸化イン
ジウム系酸化物焼結体およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体は、酸化インジウム、酸化ガリウムおよび酸化
セリウムを含有する酸化インジウム系酸化物焼結体であって、酸化インジウム、酸化ガリ
ウムおよび酸化セリウムの含有量が全体の９５％以上であり、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原
子数の合計に対する、Ｉｎの原子数比：Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３６～０．５
４、Ｇａの原子数の比：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３０～０．４８、Ｃｅの原子
数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．１６～０．３２であり、かつ、該酸化物焼結
体中にＧａおよびＣｅが均一に分散していることを特徴とする。
【００１７】
　このような酸化インジウム系酸化物焼結体は、酸化インジウム粉末と、酸化ガリウム粉
末と、酸化セリウム粉末とを、全体の原料粉末の９５％以上となり、かつ、Ｉｎ、Ｇａお
よびＣｅの原子数の合計に対する、Ｉｎの原子数比：Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．
３６～０．５４、Ｇａの原子数の比：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３０～０．４８
、Ｃｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．１６～０．３２となるように粉
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砕混合し、これらの原料粉末からなる混合粉末を含む混合スラリーを噴霧乾燥することで
造粒粉末を得て、この造粒粉末を加圧成形し、焼成することで得ることができる。
【００１８】
　また、本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体は、酸化インジウム、酸化ガリウム、酸
化セリウムに加えて、酸化スズおよび／または酸化チタンを含有することもできる。この
場合、本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体は、酸化インジウム、酸化ガリウム、酸化
セリウム、酸化スズおよび酸化チタンの含有量が全体の９８．５％以上であり、Ｉｎ、Ｇ
ａおよびＣｅの原子数の合計に対する、Ｉｎの原子数比：Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が
０．３０～０．５４、Ｇａの原子数の比：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３０～０．
５２、Ｃｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．１６～０．３２であり、Ｉ
ｎ、Ｇａ、Ｃｅ、ＳｎおよびＴｉの原子数の合計に対する、Ｓｎの原子数の比：Ｓｎ／（
Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．０４以下、Ｔｉの原子数の比：Ｔｉ／（Ｉｎ＋Ｇ
ａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．０１以下であり、かつ、該酸化物焼結体中にＧａおよびＣ
ｅ、ならびに、Ｓｎおよび／またはＴｉが均一に分散していることを特徴とする。
【００１９】
　このような酸化インジウム系酸化物焼結体は、酸化インジウム粉末と、酸化ガリウム粉
末と、酸化セリウム粉末と、酸化スズ粉末および／または酸化チタン粉末とを、全体の原
料粉末の９８．５％以上となり、かつ、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対する、
Ｉｎの原子数比：Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３０～０．５４、Ｇａの原子数の比
：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．３０～０．５２、Ｃｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ
＋Ｇａ＋Ｃｅ）が０．１６～０．３２、かつ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｃｅ、ＳｎおよびＴｉの原子
数の合計に対する、Ｓｎの原子数の比：Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．
０４以下、Ｔｉの原子数の比：Ｔｉ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）が０．０１以下
となるように粉砕混合し、これらの原料粉末からなる混合粉末を含む混合スラリーを噴霧
乾燥することで造粒粉末を得て、この造粒粉末を加圧成形し、焼成することで得ることが
できる。
【００２０】
　前記酸化物焼結体は、いずれも相対密度が９５％以上であることが好ましい。
【００２１】
　本発明の酸化インジウム系スパッタリングターゲットは、前記酸化インジウム系酸化物
焼結体を用いていることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の光学膜は、前記酸化インジウム系スパッタリングターゲットにより得ら
れ、屈折率が２．１以上であり、かつ、波長３８０ｎｍにおける消衰係数が４．０８×１
０-2以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明により、屈折率が２．１以上であり、かつ、波長３８０ｎｍにおける消衰係数が
４．０８×１０-2以下である光学膜を得ることが可能となる。また、本発明により、直流
スパッタリング法により、このような光学特性を有する光学膜を形成することができる酸
化インジウム系酸化物焼結体を、工業規模の生産において容易に提供することが可能とな
る。このため、本発明の工業的意義はきわめて大きい。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明者らは、上述の問題に鑑みて、鋭意研究を重ねた結果、光学膜を成膜するための
スパッタリングターゲットの材料として用いられる酸化インジウム系酸化物焼結体に、所
定量のガリウム（Ｇａ）およびセリウム（Ｃｅ）を添加することにより、高い屈折率を有
しながらも、可視域短波長側において消衰係数が低い光学膜を形成することができるとの
知見を得た。本発明は、この知見に基づき完成されたものである。
【００２５】
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　１．酸化物焼結体
　本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体は、主成分として、酸化インジウム、酸化ガリ
ウムおよび酸化セリウムを含有し、あるいは、これらに加えて、所定量の酸化スズおよび
／または酸化ガリウムをさらに含有し、かつ、これらの成分が酸化物焼結体中に均一に分
散していることを特徴とする。このような本発明の酸化物焼結体は導電性に優れ、また、
相対密度を９５％以上とすることができるため、これをターゲットとして用いた場合に、
直流スパッタリング法による成膜が可能となる。また、このようにして得られる薄膜は、
屈折率が２．１以上、かつ、消衰係数が４．０８×１０-2以下という優れた光学的特性を
示す。したがって、本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体は、光学膜を形成するための
スパッタリングターゲットとして好適に使用することができる。
【００２６】
　（１）組成
　［Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ系酸化物焼結体］
　本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体のうち、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ系酸化物焼結体にお
いては、酸化インジウム、酸化ガリウムおよび酸化セリウムの含有量が全体の９５％以上
、好ましくは９７％以上、より好ましくは９９％以上であることが必要とされる。これら
の含有量が全体の９５％未満では、この酸化物焼結体を用いて光学膜を形成した場合に、
上述した特性を得ることができない。
【００２７】
　Ｉｎの含有量は、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対するＩｎの原子数比：Ｉｎ
／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）（以下、「Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比」という）で、
０．３６～０．５４、好ましくは０．３８～０．５４、より好ましくは０．４０～０．５
１とする。Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．３６未満では、酸化物焼結体の導
電性が著しく低下し、直流スパッタリング法による成膜が不可能となる。一方、Ｉｎ／（
Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．５４を超えると、他の構成成分の含有量との関係で、
所望の効果を得ることができなくなる。
【００２８】
　Ｇａは、本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体をスパッタリングターゲットとして用
いることで得られる光学膜の、可視域短波長側の消衰係数を低減させるために添加する元
素である。Ｇａの含有量は、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対するＧａの原子数
の比：Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）（以下、「Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比」と
いう）で、０．３０～０．４８、好ましくは０．３２～０．４８、より好ましくは０．３
６～０．４２とする。Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．３０未満では、消衰係
数の低減効果が十分に得られない。一方、Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．４
８を超えると、消衰係数を低減させることはできるものの、他の構成成分の含有量との関
係で、所望の効果を得ることができなくなる。
【００２９】
　Ｃｅは、本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体をスパッタリングターゲットとして用
いることで得られる光学膜の屈折率を向上させるために添加する元素である。Ｃｅの含有
量は、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの原子数の合計に対するＣｅの原子数の比：Ｃｅ／（Ｉｎ＋
Ｇａ＋Ｃｅ）（以下、「Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比」という）で、０．１６～
０．３２、好ましくは０．１６～０．３０、より好ましくは０．１８～０．２８とする。
Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．１６未満では、屈折率を十分に向上させるこ
とができない。一方、Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．３２を超えると、屈折
率を向上させることはできるが、他の構成成分の含有量との関係で、所望の効果を得るこ
とができなくなる。
 
 
【００３０】
　［Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ―Ｓｎ／Ｔｉ系酸化物焼結体］
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　本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体においては、ＧａおよびＣｅに加えて、その相
対密度を向上させる観点から、スズ（Ｓｎ）および／またはチタン（Ｔｉ）を添加するこ
とができる。このようなＩｎ－Ｇａ－Ｃｅ―Ｓｎ／Ｔｉ系酸化物焼結体においては、酸化
インジウム、酸化ガリウム、酸化セリウムならびに酸化スズおよび／または酸化チタンの
含有量が全体の９８．５％以上、好ましくは９９％以上、より好ましくは９９．５％以上
であることが必要とされる。これらの含有量が全体の９８．５％未満では、この酸化物焼
結体を用いて光学膜を形成した場合に、上述した特性を得ることができない。
【００３１】
　この場合、Ｓｎの含有量は、Ｉｎ、Ｇａ、Ｃｅ、ＳｎおよびＴｉの原子数の合計に対す
るＳｎの原子数の比：Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）（以下、「Ｓｎ／（Ｉｎ
＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比」という）で、０．０４以下、好ましくは０．０３
５以下、より好ましくは０．０３以下とする。また、Ｔｉの含有量は、Ｉｎ、Ｇａ、Ｃｅ
、ＳｎおよびＴｉの原子数の合計に対するＴｉの原子数の比：Ｔｉ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ
＋Ｓｎ＋Ｔｉ）（以下、「Ｔｉ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比」という）
で、０．０１以下、好ましくは０．００８以下、より好ましくは０．００５以下とする。
Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比が０．０４を超え、または、Ｔｉ／（
Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比が０．０１超えると、Ｉｎ、ＧａおよびＣｅの
含有量が適切な範囲内にあっても、所望の効果を得ることができなくなる。なお、Ｓｎお
よびＴｉの含有量の下限は特に限定されるべきものではないが、相対密度を向上させると
いう効果を安定して得るためには、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比を
０．０２以上、Ｔｉ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比を０．００１以上とす
ることが好ましく、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比を０．０２５以上
、Ｔｉ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比を０．００３以上とすることがより
好ましい。
【００３２】
　また、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ－Ｓｎ／Ｔｉ系酸化物焼結体においては、上述したＩｎ－Ｇａ
－Ｃｅ系酸化物焼結体と比べて、Ｉｎの含有量を若干少なくし、Ｇａの含有量を若干多く
することが可能である。具体的には、酸化物焼結体中の、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原
子数比を、０．３０～０．５４、好ましくは０．３０～０．５０、より好ましくは０.３
８～０．４３とすることができる。また、Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比を、０．
３０～０．５２、好ましくは０．３５～０．５０、より好ましくは０．４０～０．５０と
することができる。これは、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ―Ｓｎ／Ｔｉ系酸化物焼結体ではＳｎおよ
び／またはＴｉの添加により、酸化物焼結体の比抵抗が低下するため、Ｉｎの含有量を少
なくし、Ｇａの含有量を多くしても、直流スパッタリングに必要な導電性が確保されるか
らである。
【００３３】
　［添加元素Ｍ］
　このほか、本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体では、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ系酸化物焼
結体、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ―Ｓｎ／Ｔｉ系酸化物焼結体のいずれにおいても、相対密度や導
電性などの特性を向上させることを目的として、亜鉛（Ｚｎ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、
鉄（Ｆｅ）、ナトリウム（Ｎａ）、アルミニウム（Ａｌ）などから選択される少なくとも
１種の添加元素Ｍを含有してもよい。ただし、このような添加元素Ｍの含有量は、酸化物
焼結体全体の１．５％以下、好ましくは０．５％以下とすることが必要となる。
【００３４】
　（２）結晶構造
　本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体は、この酸化物焼結体中に、ＧａおよびＣｅ、
あるいは、これらに加えてＳｎおよび／またはＴｉが均一に分散した結晶構造を有してい
る。より具体的には、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ系酸化物焼結体では、ＣｅＯ2相、ＧａＩｎＯ3相
が均一に分散した結晶構造、あるいは、Ｉｎの含有量によっては、これらの相に加えてＩ
ｎ2Ｏ3相が均一に分散した結晶構造を有している。また、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ－Ｓｎ／Ｔｉ
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系酸化物焼結体では、ＣｅＯ2相が均一に分散した結晶構造、あるいは、ＧａやＩｎの含
有量によっては、ＣｅＯ2相に加えてＧａＩｎＯ3相やＩｎ2Ｏ3相が均一に分散した結晶構
造を有している。なお、Ｇａ、Ｃｅ、ＳｎおよびＴｉは、ＣｅＯ2相、ＧａＩｎＯ3相また
はＩｎ2Ｏ3相に固溶していてもよい。このような酸化物焼結体に含まれる結晶相を特定す
る方法は、特に限定されることはなく、たとえば、Ｘ線回折（ＸＲＤ）により特定するこ
とができる。
【００３５】
　このように、各構成成分が均一に分散している本発明の酸化物焼結体では、酸化ガリウ
ムや酸化セリウムなどの絶縁性酸化物が偏析することがない。このため、本発明の酸化物
焼結体をターゲットとして用いてスパッタリングを行った場合には、異常放電（アーキン
グ）の発生を抑制することができ、工業規模の生産において、効率的に光学膜を形成する
ことが可能となる。
【００３６】
　（３）相対密度
　本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体においては、相対密度が９５％以上であること
が好ましく、９７％以上であることがより好ましい。相対密度をこのような範囲とするこ
とで、酸化物焼結体の強度および導電性を向上させることができ、この酸化物焼結体をタ
ーゲットとして用いてスパッタリングを行った際に、ターゲットの割れやアーキングの発
生を効果的に防止することができる。なお、酸化物焼結体の相対密度は、各構成成分の密
度を、酸化インジウム：７．１８ｇ／ｃｍ3、酸化ガリウム：６．１６ｇ／ｃｍ3、酸化セ
リウム：７．１８ｇ／ｃｍ3、酸化スズ：６．９１ｇ／ｃｍ3、酸化チタン：４．２６ｇ／
ｃｍ3として加重平均密度（理論密度）を算出し、この理論密度に対する、アルキメデス
法などによって実測した酸化物焼結体の密度の割合を算出することにより求めることがで
きる。
【００３７】
　（４）導電性
　上述したように、本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体は、ＧａおよびＣｅまたはこ
れらに加えてＳｎやＴｉ、さらには添加元素Ｍが均一に分散しており、かつ、高い相対密
度を有しているため、優れた導電性を示す。このため、本発明の酸化インジウム系酸化物
焼結体をターゲットとして用いた場合には、直流スパッタリング法による成膜が可能とな
る。
【００３８】
　２．酸化物焼結体の製造方法
　本発明の酸化物焼結体の製造方法は、上述した構成成分を所定量含有し、かつ、各構成
成分が酸化インジウム系酸化物焼結体中に均一に分散している限り、特に限定されること
はない。このような製造方法の一例としては、酸化インジウム粉末と、酸化ガリウム粉末
と、酸化セリウム粉末とを、あるいは、これらに加えて、酸化スズ粉末および／または酸
化チタン粉末とを、所定の混合比となるように粉砕混合し、これらの原料粉末からなる混
合粉末を含む混合スラリーを得て、この混合スラリーを噴霧乾燥することにより造粒粉末
とし、この造粒粉末を加圧成形した後、焼成する方法を挙げることができる。なお、酸化
物焼結体中に添加元素Ｍの酸化物をさらに含有させる場合には、混合工程において、所定
量の添加元素Ｍの酸化物粉末をさらに加えて粉砕混合をすればよい。
【００３９】
　（１）原料粉末
　本発明の酸化物焼結体の原料としては、酸化インジウム粉末、酸化ガリウム粉末、酸化
セリウム粉末、あるいは、これらに加えて、酸化スズ粉末および／または酸化チタン粉末
を使用することができる。また、酸化物焼結体に添加元素Ｍを含有させる場合には、添加
元素Ｍの酸化物粉末を使用することができる。なお、各金属酸化物の粉末は、各酸化物の
酸化数などによって制限されることはない。
【００４０】
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　これらの原料粉末の平均粒径は、好ましくは０．１μｍ～３．０μｍ、より好ましくは
０．４μｍ～０．５μｍとする。平均粒径が０．１μｍ未満では、混合粉末が凝集して、
均一に混合することが困難となる。一方、平均粒径が３．０μｍを超えると、得られる酸
化物焼結体において、相対密度を９５％以上とすることが困難となる。なお、本発明にお
いて、原料粉末の平均粒径とは、メディアン径を意味し、粒度分布計によって測定するこ
とができる。
【００４１】
　（２）混合工程
　混合工程は、上述した原料粉末を所定量秤量し、これを粉砕混合して、これらの原料粉
末からなる混合粉末を含むスラリーを得る工程である。
【００４２】
　混合工程においては、目的とする酸化物焼結体の組成比となるように、各原料粉末を秤
量することが必要となる。具体的には、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ系酸化物焼結を得る場合には、
酸化インジウム粉末、酸化ガリウム粉末および酸化セリウム粉末の合計が全体の９５％以
上となるように、かつ、混合粉末中の、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．３６
～０．５４、Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．３０～０．４８、Ｃｅ／（Ｉｎ
＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．１６～０．３２となるように秤量することが必要となる。
【００４３】
　また、Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ－Ｓｎ／Ｔｉ系酸化物焼結体を得る場合には、酸化インジウム
粉末、酸化ガリウム粉末、酸化セリウム粉末、酸化スズ粉末および酸化チタン粉末の合計
が全体の９８．５％以上となるように、かつ、混合粉末中の、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ
）原子数比が０．３０～０．５４、Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．３０～０
．５２、Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．１６～０．３２、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇ
ａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔｉ）原子数比が０．０４以下、Ｔｉ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓｎ＋Ｔ
ｉ）原子数比が０．０１以下となるように秤量することが必要となる。
【００４４】
　次に、混合粉末に対して、０．５質量％～１．５質量％となるように水溶性バインダを
調合し、混合粉末と水とともに樹脂製ポットへ入れ、湿式粉砕および混合を行い、平均粒
径が０．５μｍ以下の混合粉末を含むスラリー（混合スラリー）を得る。この工程におい
て、水溶性バインダとしては、加熱により焼失または気化するものであれば特に限定され
ることはなく、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）などの公知のバインダを使用することが
できる。また、この際の混合方法としては、ボールミルやビーズミルなどの公知の手段を
用いることができるが、作業効率や品質を向上させる観点から、ビーズミルを用いること
が好ましい。なお、ビーズやボールとしては、たとえば、硬質のジルコニア（ＺｒＯ2）
製のものを使用することができる。
【００４５】
　原料粉末の粉砕混合は、混合スラリーに含まれる混合粉末の平均粒径が０．５μｍ以下
、好ましくは０．４５μｍ以下となるまで継続する必要がある。混合粉末の平均粒径がこ
のような範囲となるまで粉砕混合することにより、得られる酸化物焼結体の相対密度を９
５％以上とすることができる。なお、粉砕混合時間は、混合方法や使用する装置によって
適宜調整されるべきものであり、混合粉末の平均粒径を上記範囲とすることができる限り
、特に制限されることはないが、ボールミルの場合には１５時間～２８時間、ビーズミル
の場合には３パス～７パスとすることが好ましい。粉砕混合時間が不足すると、各構成成
分を均一に分散させることができなくなる。一方、粉砕混合時間が過度に長いと、生産性
が悪化するばかりでなく、ボールまたはビーズに起因する微粉が不純物として取り込まれ
てしまうおそれがある。
【００４６】
　（３）造粒工程
　造粒工程は、混合スラリーを噴霧乾燥し、造粒粉末を得る工程である。
【００４７】
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　混合スラリーを噴霧乾燥する方法は特に限定されることはなく、スプレードライヤなど
の公知の手段を用いることができる。この場合の条件は、使用する装置の性能に応じて適
宜選択されるものであるが、概ね、スラリー濃度を５５％～７０％とし、噴霧乾燥時の熱
風温度を１４０℃～１６０℃程度とすることが好ましい。また、このような噴霧乾燥によ
り得られる造粒粉末の平均粒径は、好ましくは１０μｍ～８０μｍ、より好ましくは３０
μｍ～６０μｍとする。造粒粉末の平均粒径をこのような範囲に制御することにより、得
られる酸化物焼結体の相対密度を容易に９５％以上とすることができる。
【００４８】
　（４）成形工程
　成形工程は、造粒粉末を成形型に充填し、加圧成形することにより成形体を得る工程で
ある。加圧成形の方法としては、特に限定されることはないが、生産性の観点から、冷間
静水圧プレス（ＣＩＰ）により加圧成形することが好ましい。なお、この際の圧力は２５
０ＭＰａ～３５０ＭＰａ程度とする。
【００４９】
　（５）焼成工程
　焼成工程は、成形工程で得られた成形体を所定条件の下で焼成し、この成形体中に含ま
れる有機成分を除去し（脱バインダ過程）、酸化性雰囲気下、脱バインダ工程よりも高温
域で焼成することにより（焼成過程）、酸化物焼結体を得る工程である。
【００５０】
　脱バインダ過程では、成形体中の有機成分の除去を容易に行うことができる範囲、たと
えば、室温から有機成分の除去が完全に完了する５００℃までの昇温時間を２０時間程度
とすることが好ましい。この際の雰囲気は特に限定されることはなく、酸化性雰囲気や真
空雰囲気のいずれでもよいが、生産コストの観点から、大気雰囲気とすることが好ましい
。
【００５１】
　一方、焼成過程においては、焼成温度を１４００℃～１５００℃、好ましくは１４００
℃～１４５０℃とする。焼成温度が１４００℃未満では、得られる酸化物焼結体の相対密
度が低下するため好ましくない。一方、１５００℃を超えると、原料成分の揮発により、
得られる酸化物焼結体の相対密度の低下や組成ずれが生じるばかりでなく、原料成分の溶
融により、成形体の形状が変形してしまう場合がある。
【００５２】
　また、上記温度での保持時間（焼成時間）は、１５時間～３０時間、好ましくは１５時
間～２０時間とする。焼成時間がこの範囲であれば、エネルギ（電力）の使用量を抑制し
つつ、高い生産性をもって、高品質の酸化物焼結体を得ることができる。
【００５３】
　さらに、焼成過程における雰囲気は、大気雰囲気（酸素濃度：２１体積％）よりも高濃
度の酸素雰囲気、好ましくは酸素濃度が３０％以上の雰囲気とする。このような高濃度の
酸素雰囲気で焼成を行うことにより、得られる酸化物焼結体の相対密度を向上させること
ができる。なお、酸素濃度の上限は制限されることなく、１００体積％とすることもでき
るが、生産コストを考慮すると、通常は３０体積％程度とすれば十分である。
【００５４】
　３．光学膜
　本発明の光学膜は、上述した酸化インジウム系酸化物焼結体をターゲットとして用いて
、スパッタリングすることより得られ、屈折率が２．１以上であり、かつ、波長が３８０
ｎｍにおける消衰係数が４．０８×１０-2以下であることを特徴とする。
【００５５】
　（１）成膜方法
　本発明の酸化インジウム系酸化物焼結体をターゲットとして用いて成膜を行う際のスパ
ッタリング法については、何ら制限されることなく、公知のいずれの手段を用いることが
できるが、量産性の観点から、直流スパッタリング法、たとえば直流マグネトロンスパッ
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タリング装置を用いた手段を採ることが好ましい。
【００５６】
　また、この際の成膜条件は特に限定されることはなく、通常の条件により成膜すること
ができる。たとえば、直流マグネトロンスパッタリング装置により、スパッタリングを行
う場合には、ターゲット－基板間距離：３５ｍｍ～１２０ｍｍ、基板温度：室温℃～３０
０℃、到達真空度：１×１０-3Ｐａ以下、導入ガス：１０％以下のＯ2ガスを含むＡｒガ
ス、ガス圧：０．１Ｐａ～１．０Ｐａ、投入電力：直流０．５５Ｗ／ｃｍ2～５．５０Ｗ
／ｃｍ2とすることができる。
【００５７】
　（２）光学膜
　このようにして得られる本発明の光学膜は、高い屈折率を有しながらも、可視域短波長
側における消衰係数を低いものとすることできる。具体的には、可視分光光度計により測
定する波長３００ｎｍ～１０００ｎｍの可視光を用いて、分光エリプソメトリにより測定
した場合に、波長５５０ｎｍにおける屈折率が２．１以上、好ましくは２．１２以上とな
り、かつ、波長３８０ｎｍにおける消衰係数を４．０８×１０-2以下、好ましくは２．９
５×１０-2以下という特性を備える。
【００５８】
　このような光学膜の組成は成膜条件に依存する場合もあるが、通常は、上述したような
適切な条件下で成膜を行うことにより、スパッタリングターゲットとして用いられる酸化
物焼結体の組成と同様とすることができる。
【実施例】
【００５９】
　以下、実施例および比較例を用いて、本発明をさらに詳細に説明する。なお、以下の実
施例および比較例では、得られた酸化物焼結体の相対密度、導電性、結晶性および直流ス
パッタリングの可不可の評価、ならびに、この酸化物焼結体をスパッタリングターゲット
として成膜することにより得られる光学膜の屈折率および消衰係数について、次の方法に
より評価した。
【００６０】
　（ａ）相対密度
　得られた酸化物焼結体を一定の大きさに切り出した試料を用意し、この試料の密度をア
ルキメデス法により測定した。次に、各原料粉末の密度を酸化インジウム：７．１８ｇ／
ｃｍ3、酸化ガリウム：６．１６ｇ／ｃｍ3、酸化セリウム：７．１８ｇ／ｃｍ3、酸化ス
ズ：６．９１ｇ／ｃｍ3、酸化チタン：４．２６ｇ／ｃｍ3として加重平均密度（理論密度
）を算出し、この加重平均密度を１００％として、相対密度を算出することにより評価し
た。
【００６１】
　（ｂ）導電性
　同様にして用意した試料の比抵抗を、四探針法抵抗率計ロレスタＧＰ（株式会社三菱化
学アナリテック製、ＭＣＰ－Ｔ６１０型）を用いて、四探針法により測定することにより
評価した。具体的には、四探針法により求められる比抵抗が１×１０5Ω・ｃｍ以下のも
のを「導通あり（○）」、１×１０5Ω・ｃｍを超えるものを「導通なし（×）」として
評価した。
【００６２】
　（ｃ）結晶構造
　同様にして用意した試料の結晶構造を、Ｘ線回折装置（ＰＡＮａｌｙｔｉｃａｌ製、Ｘ
‘Ｐｅｒｔ　ＰＲＯ　ＭＰＤ）を用いて分析することにより、評価した。
【００６３】
　（ｄ）直流スパッタリング
　実施例１～１２および比較例１～９により得られた酸化物焼結体をターゲットとして用
いて直流スパッタリングを行った際に、放電することができるか否かを目視により観察す
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ることにより評価した。
【００６４】
　（ｅ）屈折率および消衰係数
　実施例１～１２および比較例１～９により得られた光学膜に対して、可視分光光度計（
日本分光株式会社製、Ｕｂｅｓｔ　Ｖ－５７０ｉＲＭ／ＤＳ）により測定する可視光を用
いて、分光エリプソメトリ装置（Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ社製、ＶＡＳＥ）により、波長
５５０ｎｍにおける屈折率および波長３８０ｎｍにおける消衰係数を測定することにより
評価した。
【００６５】
　［Ｉｎ－Ｇａ－Ｃｅ系酸化物焼結体］
　（実施例１）
　原料粉末として、酸化インジウム粉末（平均粒径：０．４２μｍ）、酸化ガリウム粉末
（平均粒径：１．４μｍ）、酸化セリウム粉末（平均粒径：０．５９μｍ）を用意した。
【００６６】
　これらの原料粉末を、混合粉末中の、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．４３
２、Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．４００、Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原
子数比が０．１６８となるように秤量し、混合粉末の質量に対して１．４質量％となるよ
うに秤量した水溶性バインダと、純水とともに、樹脂製ポッドに入れた。これを、ボール
ミル（ＺｒＯ2ボールを使用）を用いて２４時間、粉砕および混合を行った後、得られた
混合スラリーを、スプレードライヤを用いて噴霧乾燥し、平均粒径が５０μｍの造粒粉末
を得た。
【００６７】
　この造粒粉末をφ２１６ｍｍ×１０ｍｍの成形型に充填し、ＣＩＰにより、２９４ＭＰ
ａ（３ｔｏｎ／ｃｍ2）の圧力で加圧成形することにより成形体を得た。
【００６８】
　続いて、この成形体を焼結炉（株式会社モトヤマ製）内に載置し、５００℃まで加熱し
、この間の昇温時間を２０時間保持することにより、水溶性バインダなどの有機成分を除
去した。その後、炉内容積１ｍ3あたり１００Ｌ／分で酸素を導入し、その酸素濃度を３
０体積％とするとともに、１４００℃まで昇温し、この温度で２０時間焼成することによ
り、酸化インジウム系酸化物焼結体を得た。
【００６９】
　この酸化物焼結体を室温まで冷却した後、焼結炉から取り出し、研削加工することで、
直径６インチ（１５２．４ｍｍ）、厚さ５ｍｍの酸化インジウム系スパッタリングターゲ
ットを得た。ＩＣＰ発光分光測定装置（株式会社島津製作所製、ＩＣＰＳ８１００）によ
る組成分析の結果、この酸化インジウム系スパッタリングターゲット（酸化物焼結体）の
組成は、原料粉末の配合時の組成と同一であることが確認された。また、このスパッタリ
ングターゲットに対して、（ａ）～（ｃ）の評価を行った。これらの結果を表１に示す。
【００７０】
　最後に、このスパッタリングターゲットを無酸素銅製のバッキングプレートにメタルボ
ンディングして、直流電源を用いたマグネトロンスパッタリング装置（株式会社トッキ製
）にセットし、下記の条件で放電することにより、（ｄ）の評価を行うとともに、ガラス
基板上に、膜厚２００ｎｍの光学膜を成膜した。ＩＣＰ発光分光測定装置による組成分析
の結果、この光学膜の組成は、スパッタリングターゲットの組成と同一であることが確認
された。また、この光学膜に対して、（ｅ）の評価を行った。これらの結果を表１に示す
。
【００７１】
　（スパッタリング条件）
　　ターゲット－基板間距離：６０ｍｍ
　　基板温度：２００℃
　　到達真空度：１×１０-3Ｐａ以下
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　　導入ガス：１０％以下のＯ2ガスを含むＡｒガス
　　ガス圧：０．５Ｐａ
　　投入電力：直流２００Ｗ／ｃｍ2

【００７２】
　（実施例２～４および比較例１、２）
　表１に示すように、各原料粉末の混合比を変更したこと以外は、実施例１と同様にして
、酸化インジウム系スパッタリングターゲットを得た。ＩＣＰ発光分光測定装置による組
成分析の結果、これらの酸化インジウム系スパッタリングターゲットの組成は、いずれも
、原料粉末の配合時の組成と同一であることが確認された。また、これらのスパッタリン
グターゲットに対して、（ａ）～（ｃ）の評価を行った。これらの結果を表１に示す。
【００７３】
　続いて、実施例１と同様にして、このスパッタリングターゲットをバッキングプレート
にボンディングして、マグネトロンスパッタリング装置にセットし、放電することで（ｄ
）の評価を行うとともに、ガラス基板上に、膜厚２００ｎｍの光学膜を成膜した。なお、
比較例２のスパッタリングターゲットでは、比抵抗が大きく、直流スパッタリングにより
成膜することができなかったため、高周波スパッタリング法により光学膜を成膜した。Ｉ
ＣＰ発光分光測定装置による組成分析の結果、この光学膜の組成は、スパッタリングター
ゲットの組成と同一であることが確認された。また、この光学膜に対して、（ｅ）の評価
を行った。これらの結果を表１に示す。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　［Ｉｎ－Ｇａ－ＣｅーＳｎ／Ｔｉ系酸化物焼結体］
　（実施例５）
　原料粉末として、酸化インジウム粉末（平均粒径：０．４２μｍ）、酸化ガリウム粉末
（平均粒径：１．４μｍ）、酸化セリウム粉末（平均粒径：０．５９μｍ）、酸化スズ粉
末（平均粒径：１．６６μｍ）および酸化チタン粉末（平均粒径：０．８６μｍ）を用意
した。
【００７６】
　これらの原料粉末を、混合粉末中の、Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．４１
５、Ｃｅ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ）原子数比が０．１７４、Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｃｅ＋Ｓ
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０．００５となるように秤量し、混合粉末の質量に対して１．４質量％となるように秤量
した水溶性バインダと、純水とともに、樹脂製ポッドに入れた。これを、ボールミル（Ｚ
ｒＯ2ボールを使用）を用いて２４時間、粉砕および混合を行った後、得られた混合スラ
リーを、スプレードライヤを用いて噴霧乾燥し、平均粒径が５２μｍの造粒粉末を得た。
【００７７】
　この造粒粉末をφ２１６ｍｍ×１０ｍｍの成形型に充填し、ＣＩＰにより、２９４ＭＰ
ａ（３ｔｏｎ／ｃｍ2）の圧力で加圧成形することにより成形体を得た。
【００７８】
　５００℃まで加熱し、この間の昇温時間を２０時間保持することにより、水溶性バイン
ダなどの有機成分を除去した。その後、炉内容積１ｍ3あたり１００Ｌ／分で酸素を導入
し、その酸素濃度を３０体積％とするとともに、１４００℃まで昇温し、この温度で２０
時間焼成することにより、酸化インジウム系酸化物焼結体を得た。
【００７９】
　この酸化物焼結体を室温まで冷却した後、焼結炉から取り出し、研削加工することで、
直径６インチ（１５２．４ｍｍ）、厚さ５ｍｍの酸化インジウム系スパッタリングターゲ
ットを得た。ＩＣＰ発光分光測定装置による組成分析の結果、この酸化インジウム系スパ
ッタリングターゲット（酸化物焼結体）の組成は、原料粉末の配合時の組成と同一である
ことが確認された。また、このスパッタリングターゲットに対して、（ａ）～（ｃ）の評
価を行った。これらの結果を表２に示す。
【００８０】
　最後に、このスパッタリングターゲットを無酸素銅製のバッキングプレートにメタルボ
ンディングして、直流電源を用いたマグネトロンスパッタリング装置にセットし、実施例
１と同条件で放電することにより、（ｄ）の評価を行うとともに、ガラス基板上に、膜厚
２００ｎｍの光学膜を成膜した。ＩＣＰ発光分光測定装置による組成分析の結果、この光
学膜の組成は、スパッタリングターゲットの組成と同一であることが確認された。また、
この光学膜に対して、（ｅ）の評価を行った。これらの結果を表２に示す。
【００８１】
　（実施例６～１３および比較例３～９）
　表２に示すように、各構成成分の組成比を変更したこと、および、実施例７において、
焼成温度を１４５０℃としたこと以外は、実施例５と同様にして、酸化インジウム系スパ
ッタリングターゲットを得た。ＩＣＰ発光分光測定装置による組成分析の結果、これらの
酸化インジウム系スパッタリングターゲットの組成は、いずれも、原料粉末の配合時の組
成と同一であることが確認された。また、これらのスパッタリングターゲットに対して、
（ａ）～（ｃ）の評価を行った。これらの結果を表２に示す。
【００８２】
　続いて、実施例５と同様にして、このスパッタリングターゲットをバッキングプレート
にボンディングして、マグネトロンスパッタリング装置にセットし、放電することで（ｄ
）の評価を行うとともに、ガラス基板上に、膜厚２００ｎｍの光学膜を成膜した。なお、
比較例４および５のスパッタリングターゲットでは、比抵抗が大きく、直流スパッタリン
グにより成膜することができなかったため、高周波スパッタリング法により光学膜を成膜
した。ＩＣＰ発光分光測定装置による組成分析の結果、この光学膜の組成は、スパッタリ
ングターゲットの組成と同一であることが確認された。また、この光学膜に対して、（ｅ
）の評価を行った。これらの結果を表２に示す。
【００８３】
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【表２】

【００８４】
　［評価］
　表１および表２より、酸化物焼結体中のＧａおよびＣｅの含有量が本発明に規定する範
囲内にある実施例１～１２の酸化物焼結体（スパッタリングターゲット）は、いずれも、
相対密度が９５％以上で導電性を示し、直流スパッタリング法による成膜が可能であるこ
とが確認される。また、実施例１～１２のスパッタリングターゲットは、スパッタリング
時にアーキングがほとんど発生しなかったことから、各構成成分が均一に分散したもので
あると考えられる。さらに、このスパッタリングターゲットにより得られた実施例１～１
２の光学膜は、屈折率：２．１以上、消衰係数：４．０８×１０-2以下を達成しており、
反射防止膜などの用途に適用可能であることが確認される。
【００８５】
　これに対して、比較例１～９は、Ｇａ、Ｃｅ、ＳｎおよびＴｉの含有量のいずれかが、
本発明に規定する範囲から外れる例である。このため、比較例１～９では、直流スパッタ
リング法による成膜ができなかったり、あるいは、屈折率または消衰係数を十分なものと
することができなかった。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明の酸化インジウム系スパッタリングターゲットは、導電性に優れ、直流スパッタ
リング法による成膜が可能であり、かつ、このスパッタリングターゲットを用いて成膜す
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ることにより得られる光学膜は、高い屈折率を有するばかりでなく、可視域低波長側にお
ける消衰係数が小さいため、反射防止膜や屈折率制御で用いられる高屈折率の光学膜用で
好適に使用することができる。
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